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第三セクター等の経営健全化の推進等について 

 

公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等は、地域住民の暮らしを支える事業

を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体

の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。このため、総務省においては、

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19年法律第 94号）の全面施

行等を踏まえ、平成 21年度から平成 25年度までの間に「第三セクター等の抜本

的改革」を集中的に推進したところです。 

「第三セクター等の抜本的改革」の集中的な推進は、全国的には相当の成果を

あげたことから、当初の予定どおり平成 25年度末をもって一区切りとしました。 

しかし、地方公共団体は自らの財政規律の強化を不断に図っていくことが重要

であり、平成 26年度以降においても、関係を有する第三セクター等について自ら

の判断と責任による効率化・経営健全化に取り組むことが必要となります。 

このため、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成 26年６月 24日閣議決

定）においても、地方財政改革の推進のために、「公営企業・第三セクター等の徹

底した効率化・経営健全化を図る。」こととされているところです。 

特に、第三セクター等の財政的なリスクを正確に把握していない地方公共団体

や同リスクが潜在的に極めて高い水準に達している地方公共団体等にあっては、

当該第三セクター等の抜本的改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことが求

められます。 

また、人口減少・少子高齢化、インフラの老朽化等を始めとする現下の社会経

済情勢を踏まえれば、公共部門においても民間の資金やノウハウの活用により、

経済再生・地域再生と財政健全化の両立を図ることも重要です。 

殿 



第三セクター等は、健全な経営が行われる場合には、公共部門において民間の

資金やノウハウを活用するための有力な手法の一つとなるとともに、経営が好調

な場合には投下した資金を上回る経済効果をあげることが可能であり、また、市

町村の圏域を越えた活動が可能であること等の長所も有しているところです。こ

のため、地方公共団体は、適切な経営が行われることを前提として、第三セクタ

ー等を活用した経済再生・地域再生等について検討することも重要です。 

 これらのことを踏まえて、今般、総務省においては「第三セクター等の経営健

全化等に関する指針」を策定しました。各地方公共団体におかれては、同指針の

内容に十分留意の上、自らが関係する第三セクター等について、効率化・経営健

全化と地域の元気を創造するための活用の両立に適切に取り組まれるようお願い

します。 

各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長及び市

町村議会議長に対しても、この旨を周知していただくとともに、適切な御助言を

お願いします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、

各市町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 


